
     

 

 

 

 

 

○ 9 月 12 日 第 1 回部会 

・新環境総合計画の効果的な推進と進行管理のあり方について（骨子案） 

 

○ 10 月下旬～11 月上旬 第２回部会 

・新環境総合計画の効果的な推進と進行管理のあり方について（報告案） 

 

 

 

 

○ 11 月下旬頃 第 42 回環境審議会 

・新環境総合計画の効果的な推進と進行管理のあり方について（答申案） 

 

 

 

 

  

 

○ 毎年度のサイクルによる進行管理 

 毎年 10～11 月頃（講じた施策を府議会に報告後） 部会開催 

 

○ 複数年毎（概ね３～４年）のサイクルによる進行管理等 

※ 急速な社会経済情勢の変化により計画の見直しが必要と考えられる場合に

は適宜部会を開催 

新環境総合計画の進行管理のあり方検討（平成 23年度） 

新環境総合計画の進行管理（平成 24 年度以降） 

新環境総合計画の効果的な推進と進行管理のあり方について検討スケジュール案  
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